
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
要
綱

第
一

趣
旨
に
関
す
る
事
項

（
第
一
条
関
係
）

趣
旨
に
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
に
関
す
る
裁
判
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

第
二

定
義
に
関
す
る
事
項

（
第
二
条
関
係
）

一

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
定
義
を
、
特
定
電
気
通
信
役
務
（
特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
す
る
電
気
通
信

役
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
供
す
る
者
と
す
る
こ
と
。

二

侵
害
情
報
の
定
義
を
、
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
が
当
該

権
利
を
侵
害
し
た
と
す
る
情
報
と
す
る
こ
と
。

三

発
信
者
情
報
の
定
義
を
、
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
特
定
に
資
す
る
情
報
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

開
示
関
係
役
務
提
供
者
の
定
義
を
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
こ
と
。

１

特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
が
当
該
権
利
の
侵
害
に
係
る



発
信
者
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
特
定
電
気
通
信
の
用
に
供
さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い

る
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者

２

関
連
電
気
通
信
役
務
提
供
者
（
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る

者
が
当
該
特
定
電
気
通
信
に
係
る
侵
害
関
連
通
信
に
係
る
発
信
者
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
侵
害

関
連
通
信
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
た
者
（
当
該
特
定
電
気
通
信
に
係
る

１
の
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

五

発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
定
義
を
、
裁
判
所
が
、
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害

さ
れ
た
と
す
る
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
該
権
利
の
侵
害
に
係
る
開
示
関
係
役
務
提
供
者
に
対
し
、
開
示
の
請

求
に
基
づ
く
発
信
者
情
報
の
開
示
を
命
ず
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

六

発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
の
定
義
を
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
と
す
る
こ
と
。

第
三

発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
に
関
す
る
事
項

一

特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
電
気
通
信
の
用

に
供
さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
に
対
し
、
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が



保
有
す
る
当
該
権
利
の
侵
害
に
係
る
発
信
者
情
報
の
う
ち
、
特
定
発
信
者
情
報
（
発
信
者
情
報
で
あ
っ
て
専
ら
侵
害
関
連

通
信
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
発
信
者
情
報
に
つ
い
て
は
１
及
び

２
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
、
特
定
発
信
者
情
報
に
つ
い
て
は
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

１

当
該
開
示
の
請
求
に
係
る
侵
害
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
当
該
開
示
の
請
求
を
す
る
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
と
き
。

２

当
該
発
信
者
情
報
の
開
示
を
受
け
る
べ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

３

当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
当
該
権
利
の
侵
害
に
係
る
特
定
発
信
者
情
報
以
外
の
発
信
者
情
報
を
保
有
し
て

い
な
い
等
と
認
め
る
と
き
。

（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

二

特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
と
き
は
、
当
該
特
定
電
気
通
信
に
係
る
侵
害
関
連
通
信
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を

提
供
し
た
関
連
電
気
通
信
役
務
提
供
者
に
対
し
、
当
該
関
連
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
保
有
す
る
当
該
侵
害
関
連
通
信
に

係
る
発
信
者
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



１

当
該
開
示
の
請
求
に
係
る
侵
害
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
当
該
開
示
の
請
求
を
す
る
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
と
き
。

２

当
該
発
信
者
情
報
の
開
示
を
受
け
る
べ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

（
第
五
条
第
二
項
関
係
）

三

一
及
び
二
の
「
侵
害
関
連
通
信
」
と
は
、
侵
害
情
報
の
発
信
者
が
当
該
侵
害
情
報
の
送
信
に
係
る
特
定
電
気
通
信
役
務

を
利
用
し
、
又
は
そ
の
利
用
を
終
了
す
る
た
め
に
行
っ
た
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
に
係
る
識
別
符
号
そ
の
他
の
符
号
の

電
気
通
信
に
よ
る
送
信
で
あ
っ
て
、
当
該
侵
害
情
報
の
発
信
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
あ
る
も
の
と
し
て

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
三
項
関
係
）

第
四

開
示
関
係
役
務
提
供
者
の
義
務
等
に
関
す
る
事
項

一

開
示
関
係
役
務
提
供
者
は
、
開
示
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
当
該
開
示
の
請
求
に
応
じ
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
当
該
開
示
の
請
求
に
係
る
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
意
見
（
当
該
開
示
の
請
求
に
応
じ
る
べ
き
で
な
い
旨

の
意
見
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
含
む
。
）
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
発
信
者
情
報

開
示
命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
意
見
の
聴
取
に
お
い
て
開
示
の
請
求
に
応
じ
る
べ
き
で
な
い
旨
の

意
見
を
述
べ
た
侵
害
情
報
の
発
信
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。



（
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

二

開
示
関
係
役
務
提
供
者
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
開
示
の
請
求
に
応
じ
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
開
示
の
請
求
を
し
た

者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
賠
償
の
責
め
に
任
じ
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
四
項
関
係
）

第
五

発
信
者
情
報
開
示
命
令
に
関
す
る
事
項

一

裁
判
所
は
、
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
の
申
立
て
に
よ
り

、
決
定
で
、
当
該
権
利
の
侵
害
に
係
る
開
示
関
係
役
務
提
供
者
に
対
し
、
開
示
の
請
求
に
基
づ
く
発
信
者
情
報
の
開
示
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

二

発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
の
管
轄
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
場
合
を
定
め
る
等
の
所
要
の
規
定

の
整
備
を
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）

三

裁
判
所
は
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
当
該
発
信
者
情
報
開
示

命
令
の
申
立
書
の
写
し
を
相
手
方
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申

立
て
に
つ
い
て
の
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
当
事
者
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と



す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

四

発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
の
記
録
に
つ
い
て
、
当
事
者
又
は
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
裁
判
所
書
記
官
に

対
し
、
そ
の
閲
覧
等
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

五

発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
は
、
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
が
確
定
す
る
ま
で
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
取

り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
申
立
て
の
取
下
げ
は
、
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
が
さ
れ

た
後
で
あ
る
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

六

発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
（
当
該
申
立
て
を
不
適
法
と
し
て
却
下
す
る
決
定
を
除
く
。
）
に

不
服
が
あ
る
当
事
者
は
、
当
該
決
定
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
月
の
不
変
期
間
内
に
、
異
議
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
訴
え
に
つ
い
て
の
判
決
に
お
い
て
は
、
当
該
訴
え
を
不
適
法
と
し
て
却
下
す
る

と
き
を
除
き
、
当
該
決
定
を
認
可
し
、
変
更
し
、
又
は
取
り
消
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
関
係
）



七

六
の
決
定
を
認
可
し
、
又
は
変
更
し
た
判
決
で
発
信
者
情
報
の
開
示
を
命
ず
る
も
の
は
、
強
制
執
行
に
関
し
て
は
、
給

付
を
命
ず
る
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
六
の
訴
え
が
、
六
の
期
間
内
に
提
起
さ
れ
な
か
っ

た
と
き
、
又
は
却
下
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
訴
え
に
係
る
六
の
決
定
は
、
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。

（
第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
）

第
六

提
供
命
令
及
び
消
去
禁
止
命
令
に
関
す
る
事
項

一

本
案
の
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
が
係
属
す
る
裁
判
所
は
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
に
係
る
侵
害
情
報
の

発
信
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
発
信
者
情
報

開
示
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
該
発
信
者
情
報
開
示

命
令
の
申
立
て
の
相
手
方
で
あ
る
開
示
関
係
役
務
提
供
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

１

当
該
開
示
関
係
役
務
提
供
者
が
そ
の
保
有
す
る
発
信
者
情
報
に
よ
り
当
該
侵
害
情
報
に
係
る
他
の
開
示
関
係
役
務
提

供
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
以
下
「
他
の
開
示
関
係
役
務
提
供
者
の
氏
名
等
情
報
」
と
い
う
。
）
の
特
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
立
人
に
対
し
、
当
該
他
の
開
示
関
係
役
務
提
供
者
の
氏
名
等
情
報
を
提



供
す
る
こ
と
等
。

２

こ
の
一
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
提
供
命
令
」
と
い
い
、
１
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
り
他
の
開
示
関
係
役
務
提

供
者
の
氏
名
等
情
報
の
提
供
を
受
け
た
当
該
申
立
人
か
ら
、
当
該
他
の
開
示
関
係
役
務
提
供
者
を
相
手
方
と
し
て
当
該

侵
害
情
報
に
つ
い
て
の
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
を
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
他
の
開
示
関
係

役
務
提
供
者
に
対
し
、
当
該
開
示
関
係
役
務
提
供
者
が
保
有
す
る
発
信
者
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
一
項
関
係
）

二

提
供
命
令
の
申
立
て
は
、
当
該
提
供
命
令
が
あ
っ
た
後
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
提
供
命
令
を
受
け
た
開
示
関
係
役
務
提
供
者
は
、
当
該
提
供
命
令
に
対
し
、
即
時
抗
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
）

三

本
案
の
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
が
係
属
す
る
裁
判
所
は
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
に
係
る
侵
害
情
報
の

発
信
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
発
信
者
情
報

開
示
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
該
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
の
相
手
方
で
あ
る

開
示
関
係
役
務
提
供
者
に
対
し
、
当
該
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
（
当
該
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
に
つ
い
て
の
第



五
の
六
の
決
定
に
対
し
て
第
五
の
六
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
訴
訟
）
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
開
示

関
係
役
務
提
供
者
が
保
有
す
る
発
信
者
情
報
を
消
去
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）

四

三
の
命
令
（
以
下
「
消
去
禁
止
命
令
」
と
い
う
。
）
の
申
立
て
は
、
当
該
消
去
禁
止
命
令
が
あ
っ
た
後
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
消
去
禁
止
命
令
を
受
け
た
開
示
関
係
役
務

提
供
者
は
、
当
該
消
去
禁
止
命
令
に
対
し
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

第
七

そ
の
他

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

第
八

附
則

（
附
則
関
係
）

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
、
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


